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カンボジア相続法 
 

１．カンボジア相続法制 

 相続法制には、包括承継主義（債権・債務を
まとめて相続）と管理清算主義（債務清算後に
相続）がありますが、カンボジア民法は日本民
法同様、包括承継主義を採用しています。 

 

２．相続人が外国人である場合の例外 

 カンボジア憲法が、外国人の土地の所有を
禁じていることから、カンボジア民法は、相続人
がカンボジア国籍を有していない場合には、そ
の相続人は土地を相続することができないと規
定しています（民法（以下、法令名省略）1155

条1項）。 

 例えば、カンボジア人の旦那さんが亡くなっ
た場合、日本人の奥さんは旦那さんが所有し
ていた土地を取得することはできず、カンボジ
ア国籍の子や親、兄弟姉妹がこれを相続する
ということになります（同条2項、（例外：同条3項、
4項））。 

 

３．相続人 

 家族の内、誰が相続人になることができるか
については、カンボジア民法と日本民法では、
その内容は同じです。 

 即ち、配偶者は常に相続人になることができ
（1161条1項）、第一順位の相続人が子（一番
近い直系卑属）（1156条1項）、第二順位が親
（一番近い直系尊属）（1159条1項）、そして、第
三順位が兄弟姉妹とされています（1160条1

項）。 

 なお、上記の相続人の順位とは、子・配偶者
は常に相続人になることができますが、親は直
系卑属が全くいない場合、兄弟姉妹は直系尊 

属と直系卑属が全くいない場合にのみ相続人
になる資格がある、という意味です。 

 

４．法定相続分 

 法律が定める相続できる割合（法定相続分）
は、カンボジアと日本では大きく異なります。 

 カンボジアの場合、①配偶者と子が相続人
であるケースでは配偶者と子が全員で均分に
相続します。②子がおらず、配偶者と父母が
相続人となるケースでは３分の1ずつ均分に、

父母の内どちらか一人しか生存していない
ケースでは半分ずつ均分に相続します。③子、
直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続
人となるケースでは、配偶者が半分、残りの半
分を兄弟姉妹で均分相続することになります。 

 例を挙げながら日本の相続法と比べてみま
しょう。 

❶ 妻と2人の子が相続人となるケース 

 日本では、法定相続分はそれぞれ、妻が半
分、子が4分の1ずつとなるのに対し、カンボジ
アでは妻、2人の子共に3分の1ずつとなります。 

❷ 妻と夫の両親が相続人となるケース 

 日本では、妻が3分の2、夫の両親が6分の1

ずつとなるのに対し、カンボジアでは妻、夫の
両親共に3分の1ずつとなります。 

❷ 妻と2人の兄弟が相続人となるケース 

 日本では、妻が4分の3、夫の兄弟が8分の1

ずつとなるのに対し、カンボジアでは、妻が半
分、2人の兄弟が4分の1ずつとなります。 

 上記のように、カンボジア相続法における配
偶者に対する保護は、日本と比べ、相対的に
低いものとなっています。 

（MAR & Associates  Of Counsel 村上 暢昭）   
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[ーカンボジアの医療事情についてー] 

 カンボジアに駐在する際の関心事の一つに、国内における医療事情の問題が挙げられます。一般的にカ

ンボジアの医療事情は良好でないと言われており、日頃から万が一の際に向けた備えが必要となります。 

 

●カンボジアの医療水準  

  カンボジアでは1970年代後半に極端な医者不足に 

陥り、最も少ない時期は国内に医者がたった43名のみ 

であったと言われています。 

 現在、医療従事者数は増加しているものの、施設に 

ついても同様に、CT検査が可能な施設が一部の私立 

病院に限られるなど、決して十分といえない水準です。 

 

●カンボジアにおける主な医療機関 

 上記のような医療水準より、駐在員の皆様は日頃からどの病院で治療を受けるべきか見当をつけておくこ

とをお勧めします。以下に外務省HPで紹介された主要病院を記載しておりますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●緊急時の備え 

 重篤なケースであればタイ・シンガポールに搬送されることも考えられます。日本国大使館の情報によれ

ば、2010年にはカンボジアで約10件の緊急搬送が行われました。つまり在留する日本人のおよそ100人に 

1人の割合で緊急搬送が行われたこととなります。仮にバンコクまで専用飛行機で輸送された場合、

30,000(USD)から40,000(USD)程度の「支払保証」を要求されます。これほどの資金を即座に準備することは

簡単ではないため、海外旅行保険等による備えが十分であるか、今一度ご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

担当：戸田達也 
タイ国東京海上火災保険株式会社 

Tel: +66(0) 2-686-8889   

Mobile: +66(0) 92-269-0973 
Mail: tatsuya.toda@tokiomarine.co.th 

 保険情報版 

【出所：外務省、在外公館医務官情報より弊社にて作成】 

【出所：WHO, World Health Statistics 2015をもとに弊社にて作成】 

《医療水準に関連する指標》 

《一定の日本語サービスが受けられる医療機関》 

日本 23.0人 137

ベトナム 11.9人 20

ミャンマー 6.1人 6

タイ 3.9人 21

ラオス 1.8人 15

カンボジア 1.7人 7

1万人当たりの

病床数

(2006年-2012年)

1万人当たりの

医師数

(2007年-2013年)

国家

病院名 日本語 支払い方法 備考

International SOS clinic 日本人職員常駐
現金および主要なクレジットカード可

（保険会社によりキャッシュレス可）

緊急搬送のSOS系列のクリニック

救急受付24時間可、欧米人医師による総合診療

Royal Phnom Penh Hospital 日本人通訳と電話連絡可能
現金および主要なクレジットカード可

（保険会社によりキャッシュレス可）

タイのバンコク・ジェネラル病院系列

救急受付24時間可、レントゲン,超音波,CT検査可能

Ken Clinic 日本人個人開業医院
現金

（保険会社によりキャッシュレス可）

日本人個人開業医院

総合診療と予防接種可能

Sun International Clinic 日本人医師による診療
現金

（保険会社によりキャッシュレス可）
内科（常勤）・整形外科（非常勤）・耳鼻咽喉科（非常勤）
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日本語・英語翻訳なら 
アズワンランゲージにお任せください 

 
お気軽にお問合せください 

 
 Email: info@asonelanguage.com 

電話： +81-(0)6-6532-1202 

発行元・文責： As One Language Co., Ltd. 
 

日英翻訳歴10年以上。米国、日本、カンボジアに在住歴があり、 

カンボジアの状況も理解している日英翻訳者が責任をもってご対応いたします。 

まずは info@asonelanguage.com までお気軽にお問い合わせください。 
便利なお支払方法： クレジットカード、日本またはカンボジア国内の銀行までお振込み、PayPal など 
アズワンランゲージ株式会社  |  大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル3階  |  +81-(0)6-6532-1202 

アズワンランゲージ代表 杉本直子 （翻訳者 / 翻訳品質管理責任者） 

カリフォルニア州立大学卒業。大手半導体メーカーの社内翻訳を経て、2006年に翻訳専門のアズワンランゲージ株式会社を設立。 
現在、カンボジア系米国人の夫と息子達と共に大阪在住。子育てと日英翻訳業務に奮闘しています。 
日本翻訳連盟、American Translators Association (米国翻訳者協会) 会員。 

ビジネス文書 in イングリッシュ 
書き方＆テンプレート#2 「採用通知・労働条件通知書」 

採用通知は、採用が決まった旨を知らせるだけでなく、新しい従業員に送
る最初の文書であり、その従業員が貴社で働くことを前向きに受け止め
ル上で、また今後良い関係を築いていく第一歩として大変重要な文書と
言えます。 

慎重に文章を作成することはもちろんですが、必須記載事項と最適な表
現など、ポイントを覚えておくと効率良く作成できます。今号は外国人を雇
用する上で、ぜひお役立ていただきたい「英文採用通知・労働条件通知
書」の作成レシピをご紹介いたします。 

外国人と言っても、英語を外国語として理解する人もいるため、丁寧であ
りながらも、シンプルで分かりやすい英語で書くのが望ましいでしょう。 

英文の採用通知には大抵の場合、賃金その他の主要労働条件が記載さ
れており、労働条件通知書の要素を兼ねています。諸条件を前もって明
確にしておくと、勘違いや思い込みなどからくるトラブルを回避でき、特に
文化や常識が異なる外国人を雇用する場合、必ず準備したい文書のひ
とつです。 

また、中には採用に至らないこともありますが、不採用だった人も将来、
取引先あるいは顧客になるかも知れず、丁寧な不採用通知を送付するこ
とが大切です。英文不採用通知についても、ブログに書き方をご紹介して
おりますので、ぜひお役立てください。 

[英文採用通知のチェックリスト] 

（１）伝えるべきことを丁寧かつ明確に書く 

（２）契約期間、賃金、職務内容、労働時間などを明記する 

（３）ボーナスや昇進など確定していないことを書かない 

（４）雇用契約との相違がないようにする 

（５）他の従業員と条件に極端な差がないようにする 

（６）諸条件の適法性を確認する（現地の法律・規則をご確認ください） 

（７）雇用開始前に秘密保持契約等の締結が必要な場合、その旨を記載する 

（８）採用承諾のための署名欄を設ける 

 
詳しい内容と例文＆サンプルテンプレートは、弊社オフィシャルブログ

http://asonelanguage.blog.fc2.com/ をご覧ください。 
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